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親会社以外の支配株主及び主要株主の異動に関するお知らせ 

 

平成 29年３月 22日付けで、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主であった古野重幸（当社代表取締役

社長）が、以下のとおり、当社の親会社以外の支配株主及び主要株主に該当しないこととなりましたので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．親会社以外の支配株主の異動 

 

１．異動年月日 

平成 29年３月 22日 

 

２．異動が生じた経緯 

当社株式の東京証券取引所市場第二部への新規上場に伴う公募株式の発行による発行済株式総数の増

加、当該支配株主の株式売出し、並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う野村證券株式会社

に対する古野重幸の保有株式の一部貸出しにより、当社の親会社以外の支配株主に該当しないこととな

りました。 

 

３．異動した株主の概要 

 ① 氏 名 古野 重幸 

 ② 住 所 北海道札幌市豊平区 

 ③ 当 社 と 当 該 株 主 の 関 係 当社代表取締役社長 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

直接所有分 合算対象分 合計 

異  動  前 

（平成 29年２月 16日現在） 

主要株主及び親会

社以外の支配株主 

10,000個 

（21.74％） 

21,363個 

（46.44％） 

31,363個 

（68.18％） 

異  動  後 

（平成 29年３月 22日現在） 
－ 

4,322個 

（8.31％） 

20,363個 

（39.16％） 

24,685個 

（47.47％） 

 平成 29年２月 16日現在の発行済株式総数         4,600,000株 

平成 29年３月 22日現在の発行済株式総数         5,200,000株 

    異動後の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合は、オーバーアロットメントによる売出

しのために古野重幸が野村證券株式会社に対し平成 29年３月 31日を期限として貸出した 1,678個（167,800株）を

除いて算出しております。 



 

 
 

５．今後の見通し 

古野重幸は、シンジケートカバー取引の一部又は全部が行われることにより、第三者割当増資におけ

る発行数が一部又は全部が行われない場合があり、その結果によっては、再度、当社の親会社以外の支

配株主に該当する可能性があります。 

 

Ⅱ．主要株主の異動 

 

１．異動年月日 

平成 29年３月 22日 

 

２．異動が生じた経緯 

当社株式の東京証券取引所市場第二部への新規上場に伴う公募株式の発行による発行済株式総数の増

加、当該支配株主の株式売出し、並びにオーバーアロットメントによる売出しに伴う野村證券株式会社

に対する古野重幸の保有株式の一部貸出しにより、当社の主要株主に該当しないこととなりました。 

 

３．異動した株主の概要 

 ① 氏 名 古野 重幸 

 ② 住 所 北海道札幌市豊平区 

 ③ 当 社 と 当 該 株 主 の 関 係 当社代表取締役社長 

 

４．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

  
議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異  動  前 

（平成 29年２月 16日現在） 

10,000個 

（1,000,000株） 
21.74％ 第２位 

異  動  後 

（平成 29年３月 22日現在） 

4,322個 

（432,200株） 
8.31％ 第２位 

 平成 29年２月 16日現在の発行済株式総数         4,600,000株 

平成 29年３月 22日現在の発行済株式総数         5,200,000株 

    異動後の議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合は、オーバーアロットメントによる売出

しのために古野重幸が野村證券株式会社に対し平成 29年３月 31日を期限として貸出した 1,678個（167,800株）を

除いて算出しております。 

 

５．今後の見通し 

古野重幸は、貸出した株式の返却を受けることにより、再度、当社の主要株主に該当することになり

ます。 

 

 

以 上 


